
領
収
書
を
交
付
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
企
画
部
情
報
政
策
課
に
設
置
さ
れ
る
」
を
削
り
、「
の
利
用
に
係
る
」
を
「
に

設
置
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
九
中
「
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
三
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
人
の
事
業
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
）

第
二
十
一
条
の
七

条
例
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
法
人
事
業
税
徴
収
猶
予
申
請
書
（
第
四
十
九
号

様
式
の
二
）
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
一
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
二
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
四
項
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
三
項
」
を
「
第
六
十
二
条
の
六
第
十
五
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
二
第
五
号
中
「
認
め
県
税
事
務
所
長
が
知
事
の
承
認
を
受
け
た
」
を
「
認
め
ら
れ

る
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一

号
中
「
納
期
限
前
七
日
」
を
「
納
期
限
の
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
を

提
出
す
る
日
」
を
「
に
規
定
す
る
申
請
を
し
た
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す
る
日
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
百
十
五
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
　
毎
年
度
納
期
限
前
七
日

二

証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
さ
れ
る
も
の
　
条
例
第
百
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
請

を
す
る
日

第
五
十
三
条
の
十
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
自
動
車
取
得
税
の
減
免
申
請
の
期
限
）

第
五
十
三
条
の
十
七
の
二

条
例
第
百
五
十
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
の
提
出
期
限
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一

条
例
第
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
　
条
例
第
百
五
十
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
る
日

二

条
例
第
百
五
十
条
の
十
四
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
　
条
例
第
百
五
十
条
の
八
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
す
る
日

第
二
章
第
八
節
を
削
る
。

第
五
十
八
条
中
「
第
百
六
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
百
六
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
「
第
百
六
十
二
条
第
三
項
後
段
」
を
「
第
百
六
十
二
条
第
四
項
後
段
」
に
改
め
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
…
…
…
一
九

則
○
土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
住
宅
認
…
…
…
一
九

定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
…
…
…
二
〇

定
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
節
　
狩
猟
者
登
録
税
（
第
五
十
三
条
の
十
一
の
七
）
」
を
削
り
、
「
第
二
節
　
軽
油

「
第
二
節
　
軽
油
引
取
税
（
第
五
十
四
条
│
第
六
十
三

引
取
税
（
第
五
十
四
条
│
第
六
十
三
条
）
」
を

第
三
節
　
狩
猟
税
（
第
六
十
三
条
の
二
）

条
）

に
改
め
る
。

」
第
二
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
税
務
シ
ス
テ
ム
開
発
監
」
を
削
る
。

第
五
条
の
八
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
個
人
の
事
業
税
が
納
付
さ
れ
た
場
合
は
、

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
十
六
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
十
四
号

水　曜　日



第
三
章
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

狩
猟
税

（
狩
猟
税
の
収
入
証
紙
納
付
書
等
）

第
六
十
三
条
の
二

条
例
第
百
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
狩
猟
税
収
入

証
紙
納
付
書
（
第
百
四
十
三
号
様
式
の
二
）
と
す
る
。

２

条
例
第
百
七
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
様
式
は
、
狩
猟
税
納
税
済
印
（
第
百
四

十
三
号
様
式
の
三
）
と
す
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
裏
面
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

「
第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
裏
面
中
「
本
書
」
を
「
本
書
（
同
封
の
納
付
書
）
」
に
、

納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労

「

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。

働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店
　
　
を

」

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

）、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支

店

に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
二
）
裏
面
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」
「

「
本
書
」
「
本
書
（
同
封
の
納
付
書
）
」

山
梨
県
収

納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労

「
山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。

働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店
　
　
　
」

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

）、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支

店



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

六

第
三
号
様
式
（
そ
の
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
六
）
及
び
（
そ
の
七
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

七

第
三
号
様
式
（
そ
の
六
）
及
び
（
そ
の
七
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

九

第
三
号
様
式
（
そ
の
八
）
及
び
（
そ
の
九
）
並
び
に
第
四
号
様
式
（
そ
の
一
）
中
「
そ
の
４
」
を

「
そ
の
１
」
に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
１

そ
の
４



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
〇

第
四
号
様
式
（
そ
の
三
）
中
「
そ
の
４
」
を
「
そ
の
１
」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
四
）
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

「
そ
の
４
」
「
そ
の
１
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
一

「

第
五
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組

「

山
梨
県
収

合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店
　
　

を

」

納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。）、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

に
改
め
る
。

」

第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
、
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」
を
「
及
び

「
「

税
　
　
　
　
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

法

　

人

法狩
猟
税
」
に
、

申
告
加
算
金
　
（

）

円
　
　

を

事

業

税

事

重
加
算
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

所
得
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

付
加
価
値
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

人
　
資
本
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

に
改
め
る
。

業
務
　
収
入
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

申
告
加
算
金
　
（

）

円

重
加
算
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

」

「

法
　
人

第
三
十
一
号
様
式
中

税
　
　
　
　
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　

を

事
業
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「

所
得
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

法
　
人
　
付
加
価
値
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

事
業
税
　
資
本
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　

に
改
め
る
。

収
入
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

」

第
三
十
四
号
様
式
中
「
、
狩
猟
者
登
録
税
」
を
削
り
、
「
入
猟
税
」
を
「
狩
猟
税
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
号
様
式
中
「
、
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」を
「
及
び
狩
猟
税
」
に
改
め
、
同
様
式
（

そ
の
二
）
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

「
山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、
信
用
金
庫
、
信
用
組

「
山
梨
県
収

合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店
」

納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。
）
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

」
「
、
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」
「
及
び

「

「
税
　
　
　
　
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

法
　
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法

申
告
加
算
金
　
（

）
円
　
　
　

事
業
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
事

重
　
加
　
算
　
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

」

所
得
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

付
加
価
値
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

人
　
資
本
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

業
税
　
収
入
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

申
告
加
算
金
　
（

）
円

重
加
算
金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
」

「
法
　
人
税
　
　
　
　
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
　
　
　

事
業
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

「
所
得
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

法
　
人
　
付
加
価
値
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

事
業
税
　
資
本
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

収
入
割
額
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

」
「
、
狩
猟
者
登
録
税
」

「
入
猟
税
」
「
狩
猟
税
」

「
、
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」
「
及
び
狩
猟
税
」

狩
猟
税



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
二



一
三

「

鉱
区
税
　
　
　
　
　
　
件
数

金
額

第
三
十
九
号
様
式
中

狩
猟
者
登
録
税
　
　
　
件
数

金
額

「

鉱
区
税
　
　
　
　
　
　
件
数

を

金
額

」

に
、
「

」

税
」
を
「
狩
猟
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
号
様
式
裏
面
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

鉱
区
税
　
　
　
　
　
　
件
数

金
額

狩
猟
者
登
録
税
　
　
　
件
数

金
額

「
鉱
区
税
　
　
　
　
　
　
件
数

金
額

税
」
「
狩
猟
税
」

入
猟

山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
四



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
五

第
七
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「

第
四
十
五
号
様
式
裏
面
及
び
第
四
十
七
号
様
式
裏
面
中

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、

信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

「

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。）、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合

を
」

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

に
改
め
る
。

」

第
四
十
八
号
様
式
の
二
中
「
第
４
３
条
の
２
」
を
「
第
４
３
条
の
６
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
に
加
え
る
。

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
、

信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

「
山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
　
銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。
）
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、

」
み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

」
「
第
４
３
条
の
２
」
「
第
４
３
条
の
６
」



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
六



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
七

第
七
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
八

第
百
十
九
号
様
式
か
ら
第
百
二
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
９
号
様
式
か
ら
第
１
２
１
号
様
式
ま
で
　
削
除

第
百
四
十
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
１
１
９
号
様
式
か
ら
第
１
２
１
号
様
式
ま
で
削
除



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

一
九

第
百
五
十
四
号
様
式
及
び
第
百
五
十
五
号
様
式
中
「
第
１
８
条
第
３
項
」
を
「
第
４
９
条
第
１
項
第

６
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
税
等
の
郵
便
振
替
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
並
び
に
附
則
第
一
項
の
見
出
し
及
び
項
番
号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
住
宅
認
定
事
務

取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
住
宅
認
定
事
務
取
扱

規
則
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
五
号
並
び
に
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
二
号
中
「
第

三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ニ
」
に
、「
第
六
十
二

条
の
三
第
四
項
第
十
三
号
ニ
」
を
「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ニ
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
中
「
第
３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
３
号
ニ
」
を
「
第
３
１
条
の
２
第

「
第
１
８
条
第
３
項
」

「
第
４
９
条
第
１
項
第

６
号

第
３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
３
号
ニ

第
３
１
条
の
２
第



山
梨
県
公
報
号
外

第
十
四
号
　
　
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

二
〇

２
項
第
１
４
号
ニ
」
に
、「
第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
３
号
ニ
」
を
「
第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
４

４
号
ニ
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務
取
扱

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務

取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

土
地
譲
渡
益
重
課
税
制
度
及
び
長
期
譲
渡
所
得
課
税
の
特
例
制
度
に
係
る
優
良
宅
地
認
定
事
務
取
扱

規
則
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
、
第
二
条
第
一
項
及
び
第
八
条
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
ハ
」
を
「
第
三
十

一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
ハ
」
に
、「
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
二
号
ハ
」
を
「
第
六
十
二
条
の

三
第
四
項
第
十
三
号
ハ
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「
第
３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
２
号
ハ
」
を
「
第
３

１
条
の
２
第
２
項
第
１
３
号
ハ
」
に
、「
第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
２
号
ハ
」
を
「
第
６
２
条
の
３

第
４
項
第
１
３
号
ハ
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
四
条
中
「
並
び
に
狩
猟
者
登
録
税
及
び
入
猟
税
」
を
「
及
び
狩
猟
税
」
に
改

め
る
。

別
表
第
二
百
九
十
七
号
の
四
か
ら
第
二
百
九
十
七
号
の
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
百
九
十
七
の
四
　
引
取
業
者
登
録
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
五
　
引
取
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
六
　
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
七
　
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
登
録
更
新
申
請
手
数
料

別
表
第
二
百
九
十
七
号
の
七
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

二
百
九
十
七
の
八
　
解
体
業
許
可
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
九
　
解
体
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
十
　
破
砕
業
許
可
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
十
一
　
破
砕
業
許
可
更
新
申
請
手
数
料

二
百
九
十
七
の
十
二
　
破
砕
業
事
業
範
囲
変
更
許
可
申
請
手
数
料

別
表
第
三
百
九
十
三
号
か
ら
第
三
百
九
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
百
九
十
三
か
ら
三
百
九
十
五
ま
で

削
除

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
百
九
十
七
号
の
七
の

次
に
五
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
同
年
七
月
一
日
か
ら
、
同
表
第
二
百
九
十
七
号
の
四
か
ら
第
二
百
九

十
七
号
の
七
ま
で
の
改
正
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
３
１
条
の
２
第
２
項
第
１
２
号
ハ

第
３

１
条
の
２
第
２
項
第
１
３
号
ハ

第
４
項
第
１
３
号
ハ

第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
２
号
ハ

第
６
２
条
の
３

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１
３
号
ニ

第
６
２
条
の
３
第
４
項
第
１

４
号
ニ

２
項
第
１
４
号
ニ


